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農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

改正法の主な内容
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（１） 農林水産大臣は、次の事項を定めた卸売市場に関する基本方針を定める。（第３条）

➀ 業務の運営に関する事項
② 施設に関する事項
③ その他重要事項

（２） 基本方針等に即し、生鮮食料品等の公正な取引の場として、①から⑥の共通の取引ルールを遵守
し、公正・安定的に業務運営を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として農林水産
大臣又は都道府県知事が認定・公表し、指導・検査監督する。（第４条から第14条まで）

① 売買取引の方法の公表
② 差別的取扱いの禁止
③ 受託拒否の禁止（中央卸売市場のみ）
④ 代金決済ルールの策定・公表
⑤ 取引条件の公表
⑥ 取引結果の公表
⑦ その他の取引ルールの公表
（※）第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致等。卸売市場ごとに、関係者の意見を
聴くなど公正な手続を踏み、共通の取引ルールに反しない範囲において定めることができる。

（３） 国は、２（２）の食品等流通合理化計画に従って行われる中央卸売市場の整備に対し、予算の
範囲内において、その費用の4/10以内を補助できる。（第16条）
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認定状況
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中央卸売市場 地方卸売市場

４０都市
６５市場

８９９市場
公設 １４１市場
３セク ３２市場
民設 ７２６市場

2022.9.30現在
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中央卸売市場

仲卸業者
売買参加者※

相対
91.5％

セリ・入札 8.5％

小売業者
製造業者
外食業者
など

第三者販売

買付
42.7％

委託
57.3％

※ 各種の割合は、令和２年度（金額ベース）

他市場業者
製造業者
外食業者
など

決済：８日程度 出荷者

（内訳）

決済：５日程度決済：１ヶ月程度

市場内販売
87.9%

仲卸：59.3%
買参：28.6%

農協系統団体 58.9%

商社 10.6%

産地出荷業者 11.0%

生産者個人 6.3%

産地任意組合 4.8%

他市場の卸 3.2%

他市場の仲卸 2.0%

その他 3.1%

○卸売予定数量の公表（卸売業者・開設者）
○卸売結果の公表（卸売業者・開設者） 【仕切情報】

品目、数量、単価、
手数料、仕切金額

○中央卸売市場の取引構造（青果）

卸売業者

野菜：62.2 ％
果実：47.4 ％

野菜：66.5％,
果実：32.7％,
その他：0.8％

(野菜:6.8％, 果実:11.9％)
（参考）品目別の出荷割合
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■卸売市場経由率の推移（重量ベース、推計） ■卸売市場数、卸売業者数の推移

○ 卸売市場経由率と卸売市場数・卸売業者数

資料：農林水産省｢食料需給表｣、「青果物卸売市場調査報告」等により推計
注：卸売市場経由率は、国内で流通した加工品を含む国産及び輸入の青果、水産物等のうち、

卸売市場（水産物についてはいわゆる産地市場の取扱量は除く。）を経由したものの数量割合
(花きについては金額割合)の推計値。

資料：農林水産省食品流通課調べ
注：H23年度までは年度当初時点の数、H24年度以降は年度末時点の数である。

中央卸売市場

地方卸売市場

（業者数）

資料：農林水産省食品流通課調べ
注：各年度とも年度末時点の数である。

（市場数）

（市場数及び業者数）

○ 卸売市場は生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとしての役割を果たしており、青果の５割強、
水産物の５割弱が卸売市場を経由している（国産青果物では約８割）。

○ 市場経由率は、加工品など卸売市場を経由することが少ない物品の流通割合の増加等により、総じ
て低下傾向で推移している。

○ 中央卸売市場及び地方卸売市場の市場数及び卸売業者数は、中央卸売市場の市場数を除いて、
減少している。
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■取扱金額の推移（単位：100億円）

○ 卸売市場の取扱金額

（食肉･花き）
（食肉･花き）

中央卸売市場 地方卸売市場

資料：農林水産省食品流通課調べ

○ 卸売市場における取扱金額は、平成初期にピークを迎え、その後、市場外流通の増加等の影響
による取扱数量の減少等により総じて減少傾向で推移してきたが、近年、部類によっては概ね横ば
いの傾向もみられる。

注： S45年度の中央卸売市場の取扱金額の合計値には花きの取扱金額は含まない。
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〇 卸売市場取引の集荷方法・取引方法の推移（中央卸売市場）
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 委託集荷の割合（金額ベース）（単位％）
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○卸売市場を利用する仲卸業者の販売相手、売買参加者

青果 水産 食肉 花き

一般小売店等（八
百屋、魚屋、肉屋、
花屋等）

18.8 23.4 9.2 44.8

大規模小売店等
（量販店、生協、
給食事業者等）

65.7 52.9 72.9 32.1

加工業者・外食事
業者等

15.4 23.6 17.9 23.1

青果 水産 食肉 花き

一般小売店（八百
屋、魚屋等）

60.7 56.5 52.3 85.7

外食、給食、納入
業者

14.2 5.9 6.5 1.2

量販店、生協 9.2 9.0 7.4 1.6

他市場卸売業者
等

4.1 2.5 9.6 1.7

加工業者 2.9 7.2 8.2 0.7

その他 9.0 18.8 16.1 9.1

○ 仲卸業者の販売先割合（令和元年度）

○ 売買参加者の内訳（令和２年度）

仲卸業者

卸売業者

売買参加者

（金額ベース、単位：％）

（単位：％）

資料：農林水産省食品流通課調べ

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 9
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１．物流の現状：トラックドライバーの働き方を巡る状況
 物流分野における労働力不足が近年顕在化しており、トラックドライバーが不足していると感じて

いる企業は増加傾向。
 年齢構成は全産業平均より若年層と高齢層の割合が低く、中年層の割合が高いほか、労働

時間も全産業平均より約2割長い。
人手不足 年齢構成

労働時間

＜常用労働者の過不足状況＞

運輸業・郵便業

＜トラックドライバーが不足して
いると感じている企業の割合＞

（出典）全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」
※各年の第2四半期（7月～９月）の数値を掲載

○2028年度の営業用トラック輸送量と営業トラック分担率の予測値から、
ドライバー需要量を予測→2028年度：約117.5万人

○将来人口予測からドライバーの供給量を予測→2028年度：約
89.6万人

○上記を踏まえると、2028年度には約27.8万人のドライバー不足が
予測される。

※参考URL https://rfa.or.jp/wp/pdf/guide/activity/30report.pdf

(参考) 鉄道貨物協会H30報告書におけるトラックドライバー需給予測

約2割

調査産業計

（出典）厚生労働省「労働力経済動向調査」
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10.1％

9.5％
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（出典）総務省「労働力調査」

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

https://rfa.or.jp/wp/pdf/guide/activity/30report.pdf


１．物流の現状：トラック輸送の担い手数の推移

 我が国の生産年齢人口は中長期的に減少傾向にあり、65歳以上の人口が増加していく。

 トラックドライバーについては、労働環境（労働時間、業務負荷等）から人材確保が容易ではな
く、全産業に比して、平均年齢が3～6歳程度高い。

 また、道路貨物運送業は65歳以上の就業者の割合も少ない業種となっており、対策を講じなけ
れば、担い手の減少が急速に進んでいくおそれがある。

道路貨物運送業の運転従事者数の推移

（出典）日本ロジスティクスシステム協会（JILS）「ロジスティクスコンセプト2030」 2020年2月

トラックドライバーの平均年齢の推移

20年間で
21.3万人減少

15年間で
24.8万人減少
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１．物流の現状：直近の物流の変化①

2.43
2.13

1.73

1.27

0.95

0.98

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

小口多頻度化の動き

平成２年度 平成22年度 平成27年度

貨物１件あたりの
貨物量 2.43トン/件 0.95トン/件

＜0.39倍＞ 0.98トン/件

物流件数の推移
（３日間調査）

13,656千件 24,616千件
＜1.80倍＞ 22,608千件

13,656 
15,290 

15,9…
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貨物一件あたりの
貨物量の推移 物流件数の推移

（出典）国土交通省「全国貨物純流動調査（物流センサス）」

 貨物１件あたりの貨物量が直近の20年で半減する一方、物流件数はほぼ倍増しており、物流の小
口多頻度化が急速に進行している。

 2010年以降、積載率は40％以下の低い水準で推移している。
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（注）
1 「自動車輸送統計年報（国土交通省総合政策局情報政策本部）」より作成。
2  積載効率＝輸送トンキロ／能力トンキロ
3 2020年分調査から調査方法及び集計方法を一部変更したため、変更前後の統計
数値の公表値とは、時系列上の連続性が担保されない。

貨物自動車の積載率の推移
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１．物流の現状：直近の物流の変化②
 道路貨物輸送のサービス価格は、2010年代後半にバブル期の水準を超え、過去最高（物流コ
ストインフレ）。特に、宅配便の価格の急騰が顕著。上下の振れ幅の大きな海上貨物輸送（外
航海運の影響が大きい）に比して、短期的な価格変化ののち、固定化していく傾向。

 荷主企業から見た売上高物流コスト比率は上昇傾向にあり、JILSの物流コスト調査では、
2021年度は5.7%と過去20年の同調査で最大となった。

（出典）日本銀行「企業向けサービス価格指数（2015年基準）」より経済産業省作成

道路貨物輸送・海上貨物輸送の
サービス価格指数の推移

海上貨物輸送

宅配便

道路貨物輸送

平成７年度 平成２７年度 令和3年度

売上高物流コスト比率
（全業種）（※１）

6.13% 4.63%
＜0.76倍＞

5.70%

名目国内総生産
（GDP）（※２）

516.7兆円 532.1兆円
＜1.03倍＞

541.8兆円

売上高物流コスト比率の推移（全産業） （※１）

※１ （出典）ＪＩＬＳ「物流コスト調査報告書」
※２ （出典）内閣府「国民経済計算（GDP統計）」
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「物流の2024年問題」（トラックドライバーの時間外労働の上限規制）
 トラックドライバーの長時間労働是正のため、2024年度からトラックドライバーに時間外労働の
上限規制（年960時間）が適用。

 物流効率化に取り組まなかった場合、労働力不足による物流需給がさらに逼迫するおそれがあり、
コロナ前の2019年比で最大14.2％（4.0億トン）の輸送能力不足※が起こると試算されて
いる。（物流の2024年問題）

 さらに、2030年には、34.1％（9.4億トン）の輸送能力不足※が懸念される。
※株式会社NX総合研究所試算（2022年11月11日）

法律・内容 2018年
度

2019年
度

2020年
度

2021年
度

2022年
度

2023年
度

2024年
度

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規制
(年720時間)の適用

【一般則】
大企業
に適用

中小企
業に適
用

時間外労働の上限規制
(年960時間)の適用
【自動車運転業務】

適用

月60時間超の時間外割
増賃金引き上げ

（25%→50%）の
中小企業への適用

適用

現行 2024年4月以降（原則）

改
善
基
準
告
示

（
抄
）

年間拘束時間 3,516時間 3,300時間

1ヶ月の拘束時間 293時間 284時間

1日の拘束時間 13時間 13時間

休息時間 継続8時間以上 継続11時間を基本とし、
9時間下限

トラックドライバーの働き方改革 「物流の2024年問題」の影響により
不足する輸送能力試算（NX総合研究所）

不足する輸送能力の割合（不足する営業用トラックの輸送トン数）

１４．２％（４．０億トン）

○全体

○発荷主別（抜粋） ○地域別（抜粋）

業 界 不足する
輸送能力割合

農産・水産品
出荷団体 ３２．５％

紙・パルプ
（製造業） １２．１％

建設業、建材
（製造業） １０．１％

自動車、電気・機械・
精密、金属
（製造業）

９．２％

地 域 不足する
輸送能力の割合

中 国 ２０．０％

九 州 １９．１％

関 東 １５．６％

中 部 １３．７％



１．物流の現状：物流効率化における荷主の取組の重要性

• 物流需要は受発注により発生。出荷・入荷の条件決定には発・着荷主が大きく関わっている。
• このため、パレット化による作業負荷の削減や、荷積み・荷卸しに係る荷待ち時間の削減、共同
輸配送などの効率的な輸送の実現には、物流機能と調達・生産・販売・回収などの分野を総合
的に考えるロジスティクスの視点から、荷主の積極的な取組が重要となる。

（出典）苦瀬博仁『ソーシャル・ロジスティクス』を参考に経済産業省が作成し一部加工

（写真）トラック運転者の長時間労働解消に向けたポータルサイト

バラ積み 積み込み、荷卸し待ち

発荷主 着荷主

16
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【参考】荷主による物流効率化に向けた課題と対策の例

• 物流効率化は、物流事業者のみでは実現不可能。荷主事業者の理解・協力が不可欠。

■課題 ■対応策
○荷待ち時間・荷卸し時間の削減
• トラックドライバーの拘束時間のうち、運転時間・休憩時間等は
運用変更のみでの短縮は難しいため、荷待ち時間・荷卸し時
間の削減に取り組むことが必要。

• 荷待ち時間・荷卸し時間の削減は、荷主が事業所の混雑状
況等といった物流の状況を把握し、発注方法等を改善すること
により可能となる。

61.9%

15.5%
3.5% 3.8% 15.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 荷役時間・付帯作業
等荷待ち時間

点検・点呼等

休憩時間

運転時間

○納品期限の緩和・バース予約システムの導入
①事前に到着時間を予約 ②待ち時間なしで荷積み・荷卸し

商品の「バーコード」 をスキャンし、
「賞味期限」と「数量」 を入力

通常の検品
リスト上のパレットをチェックするだけ
ユニット検品

○検品の省力化
• 検品時間を短くし、荷卸し時間を削減

○物流コストの見える化
• サービス基準を明確化し、物流サービスに応じて価格を変動○不透明な物流コスト

• 発荷主・着荷主間の商取引において、商品価格と物流費を
一体とする商慣習（店着価格制）が存在し、
注文者である着荷主側に物流効率化のインセンティブが働か
ない。

メーカー 卸センター

小売店舗

小売センター
サービス
高低

商品価格
(店舗までの物流費含む)

トラックドライバー拘束時間内訳

（出典）「令和2年度トラック輸送状況の実態調査結果」より作成

運用変更での
短縮困難

サービス
高低

商品価格
(店舗までの物流費含む)



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

総合物流施策大綱
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農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

物流標準化
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○ 様々な規格・運用が存在していることにより、積替え作業の発生や
積載効率が低下するなど非効率

パレットの標準化

荷役作業の効率化、トラックへの積載効率の向上
積み替え作業の発生

標準化された規格・運用

一貫パレチゼーションの実現

出荷基地 納品基地
様々な規格・
運用

○ 様々な商品サイズ・形状により、パレット等への積載効率が低下す
るなど非効率

様々なサイズ 標準化されたサイズ

荷役作業の効率化、積載効率、保管効率の向上

外装の標準化

記載項目等を標準伝票に統一伝票種類、記載項目がバラバラ

検品・事務作業の効率化

様々な種類の伝票 統一伝票

○ 物流事業者と着荷主の間などで商品データが標準化された仕様
で共有されていないことから納品時の賞味期限確認等の検品におい
て非効率

出荷基地 納品基地

データ連携なし

出荷基地 納品基地

納品データ事前連絡

検品・荷卸し作業の効率化

データの連携

○ 荷主等の事業者ごとに伝票がバラバラであり、記載項目も異なる
ため、荷積み、荷卸し時において非効率

伝票の標準化

データの標準化



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

官民物流標準化懇談会
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「官民物流標準化懇談会」構成員（五十音順、敬称略）

荒木 毅 日本商工会議所 社会資本整備専門委員会委員長
（富良野商工会議所会頭）

池田 潤一郎 一般社団法人日本物流団体連合会会長
岩村 有広 一般社団法人日本経済団体連合会 常務理事
内田 富雄 一般財団法人日本規格協会 業務執行理事
神林 幸宏 全国農業協同組合連合会 常務理事
栗島 聡 公益社団法人経済同友会 幹事
神宮司 孝 株式会社日立物流 代表執行役副社長
高岡 美佳 立教大学経営学部 教授
寺田 大泉 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 専務理事
長尾 裕 ヤマトホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執
行役員
根本 敏則 敬愛大学経済学部 教授
二村 真理子 東京女子大学現代教養学部教授
堀切 智 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社

代表取締役副社長 副社長執行役員
松本 秀一 ＳＧホールディングス株式会社 代表取締役
馬渡 雅敏 公益社団法人全日本トラック協会 副会長
味水 佑毅 流通経済大学流通情報学部 教授
米田 浩 一般社団法人日本倉庫協会 理事長
高橋 孝雄 農林水産省 大臣官房総括審議官（新事業・食品産
業）
茂木 正 経済産業省 商務・サービスグループ審議官
堀内 丈太郎 国土交通省 自動車局長
鶴田 浩久 国土交通省 公共交通・物流政策審議官

●第１回 官民物流標準化懇談会 （令和３年６月１７日）
・物流標準化の重要性や意義、検討すべき課題や、議論にあたって留意
すべき観点等について確認。
・懇談会の下に個別の標準化テーマごとの分科会を設け、専門家の意見
等も聞きながら標準化の方策について検討を進めていくことを決定。
・具体的には、まずは先行的に物流機器（パレット等）の標準化につい
て検討する分科会の設置・開催を決定。

●第２回 官民物流標準化懇談会 （令和４年７月２８日）
・物流をとりまく全ての関係者に向けて、物流標準化の必要性と取組を呼
び掛け。
・「パレット標準化推進分科会」中間とりまとめを受けた今後の対応や、
その他の物流標準化の取組について議論・検討・発信。

※名簿は令和４年7月28日時点

●パレット標準化推進分科会
※第１回懇談会での議論を受けて、懇談会の下に設置・開催
第１回：令和３年９月７日
第２回：令和４年１月１８日
第３回：令和４年３月１日
第４回：令和４年５月１２日
中間とりまとめ公表：令和４年６月２７日
第５回：令和４年１０月２８日



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

官民物流標準化懇談会パレット分科会中間とりまとめ
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持続可能な物流の実現に向けた検討会について

人口減少に伴う労働力不足に加え、トラックドライバーの時間外労働時間規制（物流の「2024年問題」）、カー
ボンニュートラルへの対応、燃料高・物価高の影響を踏まえ、着荷主を含む荷主や一般消費者を含め、取り組むべ
き役割を再考し、物流を持続可能なものとするための検討会を開催。（事務局：経産省・国交省・農水省）

■論点
1. 労働時間規制による物流への影響
2. 物流の危機的状況に対する消費者や荷主企業の理解が不十分
3. 非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化

（発荷主～物流事業者、元請事業者～下請事業者、発荷主～着荷主)

■スケジュール（想定）
• 2022年9月に第１回を開催。
• 2023年1月を目途に中間とりまとめ。（予定）
• 2023年夏頃に最終とりまとめ。（予定）
（※次々期通常国会での法案提出を視野に検討）

4. 着荷主の協力の重要性
5. 物流標準化・効率化（省力化・省エネ化・脱炭素化）の

推進に向けた環境整備

＜委員＞
大島 弘明 株式会社ＮＸ総合研究所 取締役
小野塚征志 株式会社ローランド・ベルガー
パー

トナー
北川 寛樹 アクセンチュア株式会社 製造・流

通本部 マネジング・ディレクター
河野 康子 一般財団法人日本消費者協会 理事
首藤 若菜 立教大学 経済学部 教授
高岡 美佳 立教大学 経営学部 教授
根本 敏則 敬愛大学 経済学部 教授
二村真理子 東京女子大学 現代教養学部 教授
北條 英 公益社団法人日本ロジスティクス

システム協会 理事
矢野 裕児 流通経済大学 流通情報学部 教授
＜事務局＞
経済産業省 商務・サービスグループ

物流企画室
国土交通省 総合政策局 物流政策課
国土交通省 自動車局 貨物課
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

食品流通課
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持続可能な物流の実現に向けた検討会 中間とりまとめ案（概要）

人口減少に伴う労働力不足に加え、トラックドライバーの時間外労働時間規制（「2024年問題」）、カーボン
ニュートラルへの対応、燃料高・物価高の影響を踏まえ、着荷主を含む荷主や一般消費者を含め、取り組むべき役
割を再考し、物流を持続可能なものとするため、2022年9月から検討会を開催。(事務局：国交省経産省 農水省)
2023年1月17日に中間とりまとめ案を議論し、1月末を目途に公表、その後、2023年夏頃に最終とりまとめ予定。
(※ 次々期通常国会での法案提出を視野に検討）

【労働時間規制等による物流への影響】
○ 具体的な対応を行わなかった場合には、2024年度には約14%（4億トン相当）の輸送能力が不足する可能性。
○ その後もドライバー数減少が見込まれ、2030年度には約34%（9億トン相当）の輸送能力が不足する可能性。

【基本的な考え方について】
○ これまで策定してきたガイドライン等について、インセンティブ等を打ち出して有効に機能するようにするとともに、
類似の法令等を参考に、規制的措置等、より実効性のある措置も検討すべき。

○ その検討に当たっては、物流事業者が提供価値に応じた適正対価を収受するとともに、物流事業者、荷主、経済社会
の「三方良し」を目指す。

【最終とりまとめに向けて検討する事項】
1. 荷主企業や消費者の意識改革について
・物流に係る広報の推進
・経営者層の意識改革を促す措置の検討 等

2. 物流プロセスの課題（非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力の重要性）の解決に向けて
・待機時間、荷役時間等の労働時間削減に資する措置及び納品回数の減少、リードタイムの延長等物流の平準化を
図る措置（荷主規制等）の検討

・契約条件の明確化、多重下請構造の是正等の運賃の適正収受に資する措置の検討 等
3. 物流標準化・効率化（省力化・省エネ化・脱炭素化）の推進に向けた環境整備
・官民連携による物流標準化の推進
・省エネ化・脱炭素化の推進に向けた環境整備 等
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農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

本日お話しすること
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1. 卸売市場をめぐる情勢

2. 物流標準化の必要性～物流の2024年問題～

3. 物流事業者に対する青果物流通に関するアンケート

4. 青果物流通標準化ガイドライン骨子

5. 参考資料



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

アジェンダ

25

０．アンケート結果サマリ

１．荷下ろし時間について

２．荷下ろし待機時間発生の要因について

３．経由便・市場間転送について

４．帰り便について

５．トラック・取扱品目について

７．産地との契約状況について

８．パレットの利用状況について

９．パレットの回収について

10．トラック予約システムについて

11．荷主への要望

６．産地での積込時間について



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

０．アンケート結果サマリ

26

✓ 公益社団法人全日本トラック協会の協力を得て、全国292の物流事業者より
web回答頂いた内容を集計（回答期間は令和４年5月9日～5月31日）。

✓ 荷下ろしの待機並びに作業については、それぞれ一定の時間がかかっており、特に
待機については到着時間の集中によるトラックの渋滞待ちや荷下ろし場所の不足等
設備面の制約等が主な要因となっている。

✓ 荷下ろし作業については、発荷主から2市場以上の荷下ろしを委託されるケースが
多いが、多くの物流事業者は加算料金を取っていない現状。

✓ 産地との契約状況については、半数弱が「距離制運賃」となっており、附帯業務に
おける料金は「ほとんど」または「すべて」受領できていないと回答。

✓ 荷姿については、６割で「パレット積み」されており、「11型（1,100×1,100mm)」
パレットが 最も使用されている。また、荷下ろしの際に「別パレットへの積み替え」や
「バラ下ろし」 作業が発生していることも多く、荷役削減のためには「パレットサイズ規
格の統一・標準化」「卸売市場や荷主の協力や理解」が必要との回答が多数。

✓ トラック予約システムについては「知らない」「知っているが利用していない」と回答した
事業者が 依然として多く、利用していない理由に「空き時間がなく予約できなかった」
等の背景が存在している。
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【参考】アンケート回答の物流事業者情報

合計
292件

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

１．荷下ろし時間について

28

・ 荷下ろし待機時間については、33%の物流事業者が「30分以内」と回答。一方、「２時
間以内」以上との回答も29％みられる。

・ 荷下ろし作業時間については、34％が「30分～1時間以内」と回答。一方、「２時間以
内」以上との回答も25％みられる。

・ 一方で待機時間、作業時間ともに1時間以上要している物流事業者も一定数存在。

※グラフは各物流事業者における「最も荷下ろし量が多い市場」に対する回答結果。

※荷下ろし待機は、作業を除いた時間。



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

２．荷下ろし待機時間発生の要因について
・ 荷下ろし待機時間発生の要因については、37%が「トラックの到着時間の集中等による渋滞待ちの発生」による
ものと回答。

・ 「荷下ろし場所の不足等の施設面の制約」と回答した事業者の内、44%が「荷下ろし場所が複数箇所に分散
（品目毎、荷受け毎）」 していることが主な内容であると回答。

②
①

③

29



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

【参考】荷下ろしを避けたい卸売市場・理由について①

30

【特に回答の多かった内容について】

荷下ろしを避けたい卸売市場の「理由」についてアンケートをした所、
292件中120の事業者より回答。

・待機時間が長い（41件）
・混雑している（32件）
・待機場所が少ない（6件）
・作業員が少ない（4件）
・市場が狭い（3件）
・フォークリフト等の機材が少ない（3件）
・その他（荷受けの開始時間が遅い、市場内のルールが未整備、

下ろし場所が複数に分かれている等）



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

３．経由便・市場間転送について

・ 発荷主から委託を受けた荷下ろし先の市場数については、25％が「２市場」、27%が「3市場」、17％が「４市
場」と回答し、約7割が複数市場での荷下ろしを行っていると回答。
・ 複数市場に荷下ろししている事業者の内、88%が「加算料金を取っていない」と回答。

31

【その他回答（一部抜粋）】
・ 卸売業者、仲卸業者両方
・ 地元の荷主 等

【その他回答（一部抜粋）】
・ そもそも転送業務がルーティンとなっている。
・ 積込・出発前（当日または前日） 等



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

４．帰り便について
・ 帰り便の荷物の有無については、44％が「ない」、40%が「ある」とほぼ同数の回答。
・ 「帰り便あり」と回答した事業者のうち、帰り便の輸送場所は「発荷主の所在する行政区域」と「所在外の区域」
がほぼ同割合であった。
・ 帰り便の荷物については、62%が「青果物以外の他の荷物（飲食料、衣類、雑貨等）」と回答。

32



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

５．トラック・取扱品目について①

・ トラックサイズについては、73%が「大型（10tクラス）」と回答。
・ トラックの温度帯については、60%が「冷蔵車」と回答。
・ トラックの種類については、83%が「ウイングボディ」と回答。

33



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

５．トラック・取扱品目について②

・ 取扱品目については、62%が「野菜」と回答。
・ 取扱を避けたい野菜については、重量がある「白菜」「大根」と回答した事業者が多い。
・ 取扱を避けたい果物については、手下ろしの多い「いちご」と回答した事業者が多い。

34

【取扱を避けたい果実】
（各事業者最大3つまで回答）

【取扱を避けたい野菜】
（各事業者最大3つまで回答）

いちご（26件）

・・・手下ろしで困難/荷崩れしやすい/
傷みやすい/温度管理/
等級やサイズが多く、
また集荷場所も多岐に亘る 等

りんご（11件）

・・・多くの依頼元がパレットを嫌がり
バラ積みとなっている 等

ぶどう（11件）

・・・荷姿、種類が多い/配送中の
振動で実が房から落ちる 等

白菜（14件）

・・・重量があり取扱が大変 等

大根（11件）

・・・パレットからはみ出る/
崩れやすい 等

玉葱（10件）

・・・重量がある 等

トマト（10件）

・・・箱の形状種類が多く
パレット積みが困難/
等級や規格が多い 等



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

6．産地での積込時間について

・ 集荷先数については、22%が「1箇所」、同じく22%が「2箇所」、20％が「３箇所」と回答。
・ 産地での積込待機時間については、32%が「30分～1時間」と回答。
・ 産地での積込作業時間については、37%が「1時間～2時間」と回答。

35



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

7．産地との契約状況について

・ 産地との契約状況については、44%が「距離制運賃」であると回答。
・ 運賃の算定方法については、 54%が「個建て」による算定方法を採っていると回答。
・ 附帯業務における料金について、約半数の事業者が「ほとんど」又は「すべて受領できていない」と回答。

36

※定義について
「距離制運賃」 ：車両を貸し切って運送する場合の、発地から

着地までの距離による運賃。
「時間制運賃」 ：車両を貸し切って運送する場合の、

契約した時間による運賃
「才建て」 ：尺貫法の単位で、荷物の容積を表す「才」を

単位とした運賃（1才は1立方尺。
1尺＝0.303mで、1才≒0.0278m³または
27.8ℓとなる）。

「重量建て」 ：1トン当たりや1㎏当たり等、重量を単位に
した運賃。

「個建て」 ：１個当たりを単位にした運賃。
「車建て」 ：１車当たりを単位にした運賃。



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

8．パレットの利用状況について①
・ 荷姿の割合について、60%が「パレット積み」、40%が「バラ積み」と回答。
・ 最も使用するパレットサイズについては、35%が「11型」、20％が「12型」と回答。
・ トラックからの荷下ろし方法については、36％が「パレット化された貨物を、フォークリフト等でそのまま荷下ろし」すると
回答し、31%が「バラ積みの貨物を、パレットに乗せて荷下ろし」すると回答。

37



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

8．パレットの利用状況について②
・使用しているパレットの材質については、75%が「木製」と回答。
・ 別パレットへの積み替えやバラ下ろしする理由については、各々50%以上が「着荷主都合」によるものと回答。
・ 荷役削減の方策については、「パレットサイズ規格の統一・標準化」「卸売市場の協力や理解」「荷主の協力や理解」が
必要と回答する事業者が多数を占めた。

38



39

設問：パレットサイズの統一化や積替作業の削減について、以下のような課題が挙げられます。
これらのことも含めて、ご意見等がありましたらご自由にお書きください。

課題点 ①パレット流出の懸念、②レンタルパレットシステム普及を阻む要因、③パレット化のメリットの受益と負担 等

【参考】パレットにおける課題（自由記載）

【特に回答の多かった内容について】

・パレットの費用負担の明確化

・パレットの盗難・紛失リスク

・パレット化による積載効率の悪化

・シートパレットの普及

・関係者の理解向上、意識改革

・ICタグ等を活用した個体管理 等

農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

9．パレットの回収について

・ パレットの回収については、51%が「卸売市場で荷下ろしした際、等枚を受領する」と回答。

・ 回収したパレットの届け先については、39%が「出荷者が所有するパレットを回収して出荷者に
届ける」、37％が「自社パレットを使用しており、回収後は自社に持ち帰る」と回答。

40



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

10．トラック予約システムについて

・ トラック予約システムについては、40%が「知らない」と回答。

・ トラック予約システム未利用の理由については、24%が「予約を試みたが、空き時間がなく
予約できなかったため」と回答。また、18％は「待機時間に課題を感じておらず」と回答。

41

【その他回答（一部抜粋）】

・ 2日前以前に予約しないと
空きがない。

・ 予約時間に市場に行けない
ことも多く、確定できない

(渋滞、出発時間の遅延）。
・ システムが導入されていない
市場がまだ多い。



農林水産省 新事業・食品産業部 ／New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

11．荷主への要望

・発荷主への要望については、68%が「運賃・料金体系を見直してほしい」と回答し、61%が「パレット化を
促進してほしい」と回答。

・ 着荷主への要望については、52%が「荷受け側の人的応援を増やしてほしい」と回答し、50%が「荷下ろし
作業を荷受側が実施してほしい」と回答。

42

【その他回答（一部抜粋）】

・ 積込時の待機時間改善。

【その他回答（一部抜粋）】

・ 卸売市場における十分な
人員確保。

・ 積荷情報の前広な連絡。
・ 積替作業の軽減、
パレットへの手積み作業の減少。

・ 待機場の確保
（路上駐車が多い）。
・ 待機時間の削減、
荷役の標準化（有料化）。

・ 希望の予約時間が取れない。



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

本日お話しすること

43

1. 卸売市場をめぐる情勢

2. 物流標準化の必要性～物流の2024年問題～

3. 物流事業者に対する青果物流通に関するアンケート

4. 青果物流通標準化ガイドライン骨子

5. 参考資料



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

青果物流通標準化検討会

44

青果物流通標準化検討会

パレット循環 卸売市場内物流
納品伝票、
コード標準化、
出荷情報

外装表示、
外装サイズ

【構成員】
出荷団体；全国農業協同組合連合会、ホクレン農業協同組合連合会、

日本園芸農業協同組合連合会
卸売団体；（一社）全国中央市場青果卸売協会、

（一社）全国青果卸売市場協会
物流事業者；全日本トラック協会
行政；国土交通省、農林水産省
分科会構成員・オブザーバー
；経済産業省、全国青果卸売協同組合連合会、
（公財）食品等流通合理化促進機構、（公財）流通経済研究所
【事務局】
農林水産省

（テーマ）



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

青果物流通標準化ガイドライン骨子①

45

２．運用

パレット循環体制
１．サイズ・材質・仕様

i. パレットの利用から回収までの運用は、
レンタルを基本とする

ii. 適切なパレット管理が不可欠であること
がすべての青果物流通業者の共通認
識となるよう、意識の醸成に努める。

iii. パレット情報の情報共有システムの構
築・導入を推進する

i. 原則1,100mm×1,100mm
ii. プラスチック製を推奨
iii. 仕様については検討を続ける

１．トラック予約システム

場内物流
２．場内物流改善推進体制の構築

i. 荷下ろし待ち時間削減のため、トラック
予約システムの導入を推進

i. 開設者を中心に、卸売業者、仲卸業
者等が構成員となり、場内物流改善の
ための体制を構築

ii. 市場内のパレット管理、荷下ろし等の秩
序形成、法令遵守に取り組む



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

青果物流通標準化ガイドライン骨子②
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２．コード体系・物流用語の標準化
コード・情報
１．納品伝票の電子化

i. 標準化の対象は送り状、売買仕切書
を優先し、電子化を目指す

ii. 送り状・売買仕切書の標準的な記載
項目を提示

出典；令和4年2月4日コード・情報分科会(第1回)資料より
（nimaruホームページhttps://nimaru.jp/を基に食品流通課作成）

送り状の電子化イメージ

青果物標準品名コード
（ベジフルコード）

（５桁）
３×××× ： 野菜のコード体系
４×××× ： 果実のコード体系
５×××× ： 青果加工品のコード体系

i. 情報伝達においては、
① 青果物標準品名コード（ベジフル

コード）
② 県連、JA、市場の事業者コード

を用いる
ii. 物流用語については検討を続ける

https://nimaru.jp/


農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

青果物流通標準化ガイドライン骨子③
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２．最大総重量１．包装貨物を積み付ける最大平面寸法
i. プラスチックパレットの耐荷重を踏まえ、

１ｔとする
i. 最大1,100mm×1,100mmとし、オー

バーハングしないよう積み付ける

３．荷崩れ防止
i. シュリンク包装を紐状にして用いるなど、

湿気による品質劣化を回避する方法と
する

４．外装サイズの寸法
i. 実証試験や主産県との検討を行った品

目ごとに、標準となる段ボールサイズを設
定（レタス、ねぎ、たまねぎ、みかん）

ii. 設定された品目について導入産地を拡
大

iii. その他の品目でも取組が進むよう、外装
サイズ標準化の検討手順をマニュアル化
する

外装サイズ



市場名
設立した（する）

会議体
主な構成メンバー 開催経過

札幌市中央卸売市場 既存会議体（パレット検討会）を
活用

開設者、卸売業者、仲卸業者 ・R4年11月

仙台市中央卸売市場

本場
新たに会議体を設立 開設者、卸売業者、仲卸業者 ・R5年2月上旬

東京都中央卸売市場

豊洲市場

※体制構築に向けて検討中

ー ー

東京都中央卸売市場

大田市場

東京都中央卸売市場

淀橋市場
ー ー

東京都中央卸売市場

北足立市場
ー ー

横浜市中央卸売市場

本場
既存会議体（パレット検討会）を
活用

開設者、卸売業者、仲卸業者 ・R5年1月中旬
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○場内物流改善推進体制の構築状況①

注：パレットの利用、管理に関するルールの検討について、場内
関係者で協議、検討を実施（R4年8月及び12月）。



市場名
設立した（する）

会議体
主な構成メンバー 開催経過

川崎市中央卸売市場
北部市場

※体制構築に向けて検討中 ー ー

名古屋市中央卸売市場

本場
新たに会議体を設立 開設者、卸売業者、仲卸業者、

市場協会、売買参加者
・R4年11月

名古屋市中央卸売市場

北部市場
特段の課題がないことから、必
要に応じて設置

－ －

京都市中央卸売市場

第一市場
新たな会議体を設立 開設者、卸売業者、仲卸業者 ・R5年2月上旬

大阪市中央卸売市場

本場
既存会議体（交通対策部会）を
活用

開設者、卸売業者、仲卸業者、
運送事業者、関連事業者

・R4年6月
・R4年9月
・R5年2月中旬

大阪市中央卸売市場

東部市場
特段の課題がないことから、必
要に応じて設置

－ －

大阪府中央卸売市場 特段の課題がないことから、必
要に応じて設置

－ －
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○場内物流改善推進体制の構築状況②



市場名
設立した（する）

会議体
主な構成メンバー 開催経過

神戸市中央卸売市場

本場
既存会議体（取引委員会）を活
用

開設者、卸売業者、仲卸業者、
売買参加者、運送事業者

・R4年7月
・R4年11月

岡山市中央卸売市場 新たに会議体を設立 開設者、卸売業者、仲卸業者 ・R5年2月上旬

広島市中央卸売市場
中央市場・東部市場

新たに会議体を設立 開設者、卸売業者、仲卸業者、
市場協会、売買参加者

・R4年12月

福岡市中央卸売市場

青果市場
既存会議体を活用予定 開設者、卸売業者、仲卸業者、

売買参加者、運送事業者
・R5年２月上旬

東京都国立地方卸売市場 特段の課題がないことから、必
要に応じて設置

－ －

長野地方卸売市場 新たに会議体を設立 卸売業者、運送事業者 ・R4年9月
・R4年10月
・R4年11月
・R4年12月
・R5年1月

熊本地方卸売市場 特段の課題がないことから、必
要に応じて設置

－ －
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○場内物流改善推進体制の構築状況③



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

仲卸、量販店への協力要請
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農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課 ／Director of Food Distribution, Division New Business and Food Industry Department. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

本日お話しすること

52

1. 卸売市場をめぐる情勢

2. 物流標準化の必要性～物流の2024年問題～

3. 物流事業者に対する青果物流通に関するアンケート

4. 青果物流通標準化ガイドライン骨子

5. 参考資料



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．サプライチェーン強化実証
生鮮食料品等の安定供給を継続的に行うための先進的な取組（共同配
送、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等）の実証を支援します。

２．設備・機器等導入支援
トラックドライバーの負担軽減のための物流改善や食料品アクセスの確保
等サプライチェーンの機能強化に対する取組を支援します。

３．推進事業
1及び２の事業の推進を支援します。

１ 適正な価格形成への理解醸成と食品アクセスの確保のうち
生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化対策 【令和４年度補正予算額 876百万円】

＜対策のポイント＞
我が国経済の再生と社会情勢や需要の変化を見据え、食品流通の合理化を進めるため、卸売市場や食品流通団体等が取り組む生鮮食料品等の安

定供給機能を確保するサプライチェーンの改善・強化を支援します。
＜事業目標＞
〇 事業実施者の取扱数量又は金額を５%以上拡大［令和６年まで］
〇 流通における所要時間や経費等を30％以上削減、食料品アクセス問題の解消

＜事業の流れ＞

国

卸売市場関係団体
食品流通事業団体

定額、1/2

民間団体等
（３の事業）

定額

［お問い合わせ先］ 大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-3502-8237）

共同配送
システム

・共同配送のシステム実証等

・加工機器・冷蔵庫の導入等（１、２の事業）

共同配送
の推進

モーダルシフト
の推進

ラストワンマイル配送
の確保

1.実証

2.設備・機器等導入

・モーダルシフトを実現するため
の輸送実証等

・パレタイザー、クランプフォークリ
フトの導入等

等

・移動販売車、無人店舗システム
の導入等

・ラストワンマイル配送実証等

＜バーチャルスーパーマーケット＞

＜自動配送＞

1.実証 1.実証

2.設備・機器等導入 2.設備・機器等導入

１
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２ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち
輸出物流構築緊急対策事業

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．輸出物流ネットワーク構築に向けた環境調査

大ロット化・混載促進に向け、産地・物流拠点を単位とした、輸出品目・物量、輸
出インフラ（空港、港湾、物流施設等）、輸送ルート・輸送手段等の環境調査及
びネットワーク形成に向けた関係者の合意形成等を推進します。

２．輸出物流構築に向けたモデル実証
地方の港湾・空港を活用した最適な物流ルートの確立、大ロット化・混載促進

のための拠点確立等に向けたモデル実証を支援します。

３．輸出物流構築に向けた設備・機器導入
輸出物流の構築に向け、安定的かつ低コストなコールドチェーンを実現するため

の冷蔵設備やリーファーコンテナ、デジタル化や業務の自動化・省力化に必要な
設備・機器のリースによる導入を支援します。

【令和４年度補正予算額 500百万円】
＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による旅客便の減便、国際海上コンテナ輸送の需給逼迫などの国際的な物流環境の変化に伴う課題への対応が急
務となっているところ、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、大ロット・混載促進に向けた経済的かつ安定的な輸出物流ネットワークの構築を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国 食品流通業者等
で組織される団体 （２の事業）

（３の事業）

定額

1/2、3/10 食品流通業者、運送業者、
貨物利用事業者 等

民間団体等 （１の事業）
委託

ださい

商品・物量・時期・販路等
に応じた最適輸送ルート・

輸送手段を選択

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-3502-5741）

ネットワーク構築に向けた環境調査

輸出産地・
輸出事業者

行政、港湾・
空港事業者

物流
事業者

生産・出荷・物流
情報を集約・共有

輸出品目・数量、
輸出インフラ調査 陸上輸送の

時間短縮、
大ロット化等の
方向性を決定

地方
空港 成田空港

東京港

海外空港
Ａ

海外空港
Ｂ

海外港湾
Ｃ地方

港湾 海外港湾
Ｄ

輸出物流構築に向けたモデル実証

物流
拠点

輸出港

相手国

生産地
高湿度冷蔵庫 鮮度保持コンテナ

のラウンドユースパレタイズロボット

輸出物流構築に向けた設備・機器導入

２
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．輸出対応型施設の整備
「強い農林水産業」の構築に向け、国産農産物等の輸出促進の取組に必要とな

る輸出対応型の集出荷貯蔵施設や処理加工施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場等の整備
生鮮食料品等の輸出促進を図るため、輸出先国までの一貫したコールドチェーン

システムの確保に資する施設や輸出先国が求める衛生基準等を満たす施設等の
整備を支援します。

３ 2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち
農産物等輸出拡大施設整備事業 【令和４年度補正予算額 5,000百万円】

＜対策のポイント＞
国産農産物等の輸出の拡大に必要な集出荷貯蔵施設・処理加工施設等の産地基幹施設やコールドチェーン対応卸売市場施設等の整備を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

コールドチェーン対応卸売市場施設

高度な温度管理が可能な施設
を整備することで、輸出先国ま
での一貫したコールドチェーンシス
テムを確保

長期間の品質維持を可能とする処理・加工施設（CA貯蔵※施設等）

長期間品質を維持することで、
輸出先国の需要時期に合わせ
た供給を可能とする青果物の長
期保存体制を構築

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（２の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

＜事業の流れ＞

国
都道府県

市町村
1/2以内等 1/2以内等 農業者の組織

する団体等
（民間事業者、卸売市場

開設者を含む）1/2以内等

交付
（定額）

輸出物流事業者等
（卸売市場開設者を含む）

1/3以内

（１、２の事業
の一部）

（２の事業の一部）

※ 貯蔵庫内の酸素の減少や低温管理等により、貯蔵青果物の呼吸を極力低減することで、青果物に含まれる成分の減
耗を防止し、食味や食感を長期間維持する貯蔵方法

３
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４ 卸売市場施設の防災・減災対策
【令和４年度補正予算額 230百万円】

＜対策のポイント＞
災害時においても国民への食料の安定供給を維持するため、国内の生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラである卸売市場において、防災・減災対応を行
うための施設整備を支援します。

＜事業目標＞
災害時に各都道府県の主要な卸売市場が業務を停止し、食料の安定供給ができなくなるリスクを回避

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

都道府県毎の主要な卸売市場において、想定される災害発生リスクに対応した防
災・減災対応を行うための以下の施設整備を支援します。

１. 災害発生リスクがある地域からの移転
大雨や高潮等による浸水想定地区から高台等への移転再整備を支援します。

２. 施設の耐震化、耐水化、耐風化対策
施設の耐震補強、風水害を回避するための嵩上げ、補強等の整備を支援し
ます。
３. 非常用電源施設、非常用燃料ストック施設 等
非常用発電機、発電機用燃料タンク等の整備を支援します。

＜事業の流れ＞

国 都道府県 卸売市場開設者等
交付（定額） 4/10以内等

（防災・減災対策）

・
・
ハザードマップ

耐水化、耐風化 耐震化浸水のおそれのある現在地から移転

（卸売市場の被災）

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

大雨による浸水被害（荷捌場） 台風による浸水被害（売場内部） 地震による施設被害

４
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5 食品等流通持続化モデル総合対策事業
【令和５年度予算概算決定額 219（244）百万円】

＜対策のポイント＞
フィジカルインターネットの実現を見据え、食品等流通の合理化を図るため、農林水産物・食品の物流標準化に向けた検討を進めるとともに、標準化ガイドラ

インに準拠し、デジタル化・データ連携による業務の効率化と輸送コストの低減、コールドチェーンの整備などによる重点政策に対応した効率的なサプライチェー
ン・モデルを構築します。

＜事業目標＞
○ 流通の合理化を進め、飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を削減（10％［2030年まで］）
○ 農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農林水産物・食品の物流標準化事業
農林水産物・食品の物流標準化に向けて、青果物、花き、水産物等の品目ごと
の関係者検討会を組織し、ガイドラインの策定に向けた検討会の運営と調査及び
実証を行います。

２．デジタル化・データ連携による効率的な食品流通モデルの構築
コードを標準化し、デジタル化・データ連携することで、サプライチェーンの全ての者
が効率的な流通にアクセス可能となり、全体の業務を効率化し、コスト低減を実現
するモデルを構築します。
① 国際的な標準規格等と調和した、コードの標準化、システム間データ連携によ
る受発注・トレーサビリティの実証等の取組モデルを支援します。

② ①の取組と合わせて、コード標準化、データ連携による受発注・トレーサビリティ
の実証等の効果を最大限に活用する観点から、自動化技術の導入、コールド
チェーンの確保等の取組モデルを支援します。
特に、みどりの食料システム戦略、農林水産物・食品の輸出促進、食料品アクセス
問題に対応する取組モデルについて重点的に支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-3502-5741）

国
定額

食品流通業者等で組織される団体

委託
民間団体

（コンサルタント、調査研究所等）

（２①の事業）

（１の事業）

・輸出手続・データ連携基盤の構築による輸出拡大

国内産地Ａ
海外実需者Ｉ

海外実需者Ｊ

輸出手続・データ連携基盤

物流業者Ｄ

空港業者Ｅ

港湾業者Ｆ

国内産地Ｂ

物流業者Ｃ

通関業者Ｇ

通関業者Ｈ

保険会社
金融機関

・ラストワンマイル配送による
食料品アクセスの確保

POS リモートカメラセンサー リモートカメラ

・需要予測に基づく出荷調整による
事業系食品ロスの削減

情報連携プラットフォーム

輸送中の
温度履歴記録

生産履歴
登録・管理

荷受管理
・配車管理

生育予測・出荷調整

AI分析・
発注管理

需要予測

産地 流通 店舗

1/2
食品流通業者等 （２②の事業）

５
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．卸売市場施設整備

生鮮食料品等の流通の核としての機能の高度化、防災・減災
への対応、農林水産物の輸出拡大、食料安全保障に対応した生
鮮食料品等の流通を実現するため、

① 品質・衛生管理の強化
② 物流業務の効率化、省力化
③ 保管調整機能の強化
④ 輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保
⑤ 輸出先国が求める衛生基準の確保
等に資する卸売市場施設の整備を支援します。

２．共同物流拠点施設整備

物流効率化やCO2排出削減に資する共同配送・モーダルシフト
のためのストックポイント等の共同物流拠点施設の整備を支援し
ます。

共同物流拠点

鉄道輸送

海上輸送

全天候型で、左右どちらにも荷
下ろし可能な中央通路

【効率・衛生的な荷下し
・荷積み環境】

【令和５年度予算概算決定額 12,052（12,566）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
卸売市場の物流機能を強化し、将来にわたって生鮮食料品等の安定供給を確保するため、物流の標準化やデジタル技術等の活用による業務の効率化・

省力化、防災・減災への対応を図り、幹線輸送、有機農産物や小口需要対応、輸出拡大の拠点となり得る卸売市場施設等の整備を支援します。

＜事業目標＞
○ 場内物流改善体制の構築に取り組んでいる卸売市場数（55市場［令和６年度まで］ ）
○ 共同物流拠点における入荷時のトラックの積載率と比較して、出荷時の積載率を10％以上向上

＜事業の流れ＞
交付（定額）

国 都道府県 卸売市場開設者等
4/10、1/3以内

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部食品流通課（03-6744-2059）

２．共同物流拠点施設整備

１．卸売市場施設整備

６ 食品流通拠点整備の推進（強い農業づくり総合支援交付金の一部）

航空輸送

【買受人、実需者の
利便性の向上】

非常用電源

【防災機能の強化】

【温度管理、貯蔵保管機能の
強化】

需要に対応した大小の定温施設

大規模流通に対応した保管施設

【場内物流の効率化】

温度管理に対応し、効率
的に作業できる買荷保管
積込所

外気の影響を受けない
ドックシェルター

トラック輸送

多段移動台車 棚上搬送ロボット

場内作業の自動化

【場内物流の効率化】

効率的な施設配置とレイア
ウトの自由度が高い売場

６
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７ 福島県農林水産業復興創生事業 【令和５年度予算概算決定額 3,955（4,055）百万円】
＜対策のポイント＞
福島ならではのブランドの確立と産地競争力の強化、放射性物質の検査、国内外の販売促進、第三者認証GAPの取得等、生産から流通・販売に

至るまで福島県の農林水産業の復興創生を総合的に支援します。
＜政策目標＞
福島県産農林水産物等の価格を震災前と同水準に回復

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．品目ごとの取組 （ブランドの確立と産地競争力の強化）
(1) 園芸（交付率：定額, 5/6以内, 2/3以内, 1/2以内）
・主要品目のプロジェクトに沿った産地の競争力と生産力の強化
・オリジナル品種等優良品種の導入、リレー出荷による長期安定体制の確立

(2) 畜産（交付率：定額, 1/2以内）
・新たな特色ある和牛肉の販売拡大を推進
・「福島牛」ブランド力強化のための生産基盤の整備
・酪農家の生産基盤の強化 等

(3) 米・米加工品（交付率：定額, 1/2以内）
・実需者が求める品質、良食味米の安定供給可能な産地の育成
・県オリジナル酒造好適米の安定供給体制の整備 等

２．品目横断の取組
(1) 放射性物質の検査（交付率：定額）
・国のガイドライン等に基づく放射性物質の検査
・産地における自主検査と検査結果に基づく安全性のPR 等

(2) 国内外の販売促進（交付率：定額）
・分野、品目ごとのブランド力強化とターゲットを明確化した販売戦略の展開
・生産者の販路開拓等に必要な専門家によるサポート 等

(3) GAPと有機農業の拡大（交付率：定額, 3/4以内, 1/2以内）
・第三者認証GAPや有機JAS認証の取得
・GAPの見える化による消費者の理解促進 等

(4) 技術開発（交付率：定額）
・収量や特性を強化する品種の開発
・機能性成分を探索・マップ化 等

(5) 福島県産農産物等流通実態調査（委託）
・農林水産物等の販売不振の実態と要因を調査

市町村、農業者、
農業者団体、民間団体等福島県

交付

民間団体等委託

定額等＜事業の流れ＞

国

［お問い合わせ先］ 大臣官房地方課災害総合対策室（03-3502-6442)

１(1) 園芸
ブランド確立や競争力強化に向けた作付体系の
導入、新植・改植による品種構成改善による市場
優位の確保に要する経費等を支援

２(2) 国内外の販売促進
販路の回復・開拓に向けて、量販店、専門店等
でのプロモーション、販売促進の取組を支援

２(1) 放射性物質の検査
福島県や協議会等による検査の実施に要する
経費、検査機器の整備、維持・管理に要する
経費等を支援

２(5) 福島県産農産物等流通実態調査
福島県産農産物等の生産から販売に至る各段階
の流通実態を調査

価
格

の
指

数
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８ 水産業復興販売加速化支援事業
【令和５年度予算概算決定額 4,053（4,053）百万円】

＜対策のポイント＞
被災地の水産加工業の販路回復等のため、水産加工・流通の専門家による事業者の個別指導及び商談会・セミナー等の開催、被災地の水産加工業者

等が行う販路の回復・新規開拓等の取組に必要な加工機器の整備等を支援します。併せて、ALPS処理水による風評影響を最大限抑制し、本格的な復
興を果たすため、被災地域における水産加工業の販路回復の促進、販路拡大・経営力強化と安全実証への支援、福島県内の水産消費地市場の支援を
行うとともに、外食店、量販店や専門鮮魚店等での販売促進等の取組を支援します。
＜事業目標＞
我が国水産業において重要な位置を占める被災地の水産業の早期復興

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．復興水産加工業等販路回復促進指導事業
販路回復等に向けた個別指導経費、商談会・セミナー開催経費等を支援します。また、海
外バイヤー向け産地訪問支援や、被災県産水産物・水産加工品の安全性や魅力を発信
する取組を支援します。

２．水産加工業等販路回復取組支援事業
個別指導を踏まえた取組に必要な加工機器整備費、放射能測定機器導入費、マーケティ
ング経費等を支援します。

３．加工原料等の安定確保取組支援事業
福島県において本格操業が軌道に乗るまでの間、加工原料を確保するため遠隔地から調
達する際の運賃の掛かり増し経費の一部等を支援します。

４．福島県産水産物競争力強化支援事業
福島県産水産物の第三者認証取得、高付加価値化、量販店での販売の取組を支援し
ます。

５．福島県産水産物消費拡大事業
福島県産水産物の取扱拡大に取り組む県内消費地市場の水産卸・仲卸業者に対して支
援します。

６．復興水産物「食べて応援」支援事業
専門鮮魚店等に被災地水産物の常設販売棚・スペースを設置する取組を支援します。

７．復興加工ＥＣ販路マッチング支援事業
被災地水産加工品の百貨店オンラインショップ・高級食品ECサイト等を通じ販売する取
組を支援します。

８．福島県水産物安全安心発信事業
福島県産水産物の安全安心に係る情報とあわせて産地・レシピ紹介などの魅力の発信を通
じて、消費者の購入意欲も促進する取組を支援します。

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-6744-2350）

（一般消費者向けフェスにて
ブース出展）

（量販店での被災地水産物の
常設棚の設置）

（販路回復のための水産加工機器の整備）

＜事業の流れ＞

復興水産加工業
販路回復促進センター 水産加工業者等

定額 2/3 （１の一部、
２の事業）

（３～５の事業）国

民間団体
定額

（１の一部、
６～８の事業）

漁業協同組合等
水産加工業者等

福島県 水産関係団体等
定額、5/6、1/2定額

定額、2/3
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